
令和２年５月12日 
産 業 労 働 部 

 

 

 事業継続の相談 事業継続のため
の課題解決と 

伴走支援 

事業継続相談窓口 
（４総合支庁に設置） 

商工会(12) 

商工会議所(2) 

☎ 023-621-8439 

 

村山総合支庁 

商工会(2) 

商工会議所(1) 

☎ 0233-29-1306 

 

最上総合支庁 

 

 

商工会(6) 

商工会議所(2) 

☎ 0238-26-6097・6045 

 

置賜総合支庁 

商工会(4) 

商工会議所(2) 

☎ 0235-66-5494 

 

庄内総合支庁 

県産業労働部：県内企業等が直面する課題を受け、必要となる施策を投入 

 
≪事業継続策の指導・助言≫ 

よろず支援拠点 

 

  
 

地域産業経済課 
・地域コーディネーター 

市町(14) 

市町(8) 

市町村(8) 

市町(5) 

地域の身近な相談窓口 

連携 

連携 連携 

山形県企業振興公社 

・事業引継ぎ支援センター （事業承継相談） 

・商工業振興資金      ・雇用調整助成金 

・専門家派遣         ・取引斡旋 

・設備貸与           ・再生支援協議会 

・ｽｰﾊﾟｰﾄｰﾀﾙｻﾎﾟ補助金(中央会・商工連) 

・プロフェッショナル人材戦略拠点 

                等の制度を全面活用 

＋ 

事業継続のための課題解決と伴走支援 

＋ 

事業継続のための課題解決と伴走支援 

＋ 

事業継続のための課題解決と伴走支援 

＋ 

事業継続のための課題解決と伴走支援 

連携 

地域の身近な相談窓口 地域の身近な相談窓口 

地域の身近な相談窓口 

県内の中小企業・小規模事業者 

地域産業経済課 
・地域コーディネーター 

地域産業経済課 
・地域コーディネーター 

地域産業経済課 
・地域コーディネーター 

13名のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰに対し、 
新たに地域担当制を導入 

   ○事業の見通しについての相談 

   ○事業承継の相談 

   ○資金繰りの相談      など 

相
談
内
容 

山形県は事業継続を応援します!! 


